
風水害対策特集

　立川市は、風水害時には災害の規模に応じて

３段階で避難所を開設（裏面参照）することと

し、第１段階ではこれまでの滝ノ上会館、柴崎

会館、錦学習館に加え“立川競輪場集合棟”が

開設されます。同時に約900台駐車可能な立川

競輪場第二駐車場が開放され、車両での避難や

車両の一時退避場所として利用できます。車両の一時退避場所として利用できます。

　　車両の退避場所は、台風１９号の際に課題となった

車両での避難、車両の

浸水対策として、瀬議

員が令和元年12月の

市議会定例会で確保

を求め実現しました。

　台風や大雨などの季節、風水害の対策は万全で

しょうか。いざという時に慌てることのないよう、

日頃から準備をしておきましょう。

　今回、風水害時に役立つ情報を特集しましたの

で、是非ご参考にどうぞ。

風水害の際、立川競輪場第二駐車場（曙町運動広場）

を車両の一時退避場所として利用できます車両の一時退避場所

https://www.komei.or.jp/km/tachikawa-se-nobuhiro/
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　　瀬議員は残堀川の滝下箇所の

状況がわかるよう、ライブカメラの

設置を要望し、山中坂下橋付近に

新設の工事中（写真）です。稼働後

は市ホームページからリンクで映

像がご覧いただける予定です。

    マイ・タイムラインを作成しよう！

　　マイ・タイムラインとは、台風や豪雨など災害が予測

される場合に、いざとなって慌てることがないよう、自身

や家族の防災行動をあらかじめ決めておくものです。

　　東京都防災ホームページから、東京マイ・タイムライ

ン作成キットのダウンロード、オンライン作成もできます。

　　東京マイ・タイムライン作成キットは　　東京マイ・タイムライン作成キットは

都議会公明党の推進により製作され、

瀬議員は市議会で作成キットの

講習会開催を提案し実現しました。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/mytimeline/

（第二駐車場も開放）

●５段階の警戒レベル

●風水害時の避難所

　改正災害対策基本法が施行され、市町村が発令

する避難情報が変更されました。避難勧告は廃止

となり「避難指示」に一本化、避難準備・高齢者

等避難開始は「高齢者等避難」となりました。

　災害時には避難所に行くことだけが避難ではな

く、自宅が安全であれば自宅にとどまる在宅避難、

安全な場所にある親戚や知人宅に身を寄せる分散安全な場所にある親戚や知人宅に身を寄せる分散

避難もあります。在宅避難を含む分散避難は、人

が集まる避難所での感染リスクを下げることにも

繋がりますので、状況によって避難先を選べるよ

う日頃から考えておきましょう。

　多摩川・残堀川の水位やライブカメラ映像

は国土交通省や東京都のホームページで確認

できます。立川市ホームページにリンクが貼

　　　　　　られていますので、情報収集に

　　　　　　ご活用ください。

　　　　　　　　https://www.city.tachikawa.lg.jp/bosai
                          /bosai/johotekyo/bosaijouho.html                          /bosai/johotekyo/bosaijouho.html

※内閣府ホームページの
　ポスター画像より抜粋

※令和２年８月２５日号
　広報たちかわより抜粋･追記

令和３年５月２０日から、避難情報の内容が変更となり

ました。逃げ遅れのないよう早めに避難しましょう。避難情報と避難行動

河川の情報はホームページから、水位やライブカメラ

映像で確認することができます。多摩川・残堀川の情報


